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近衛中学校 校歌 

  平井 乙磨 作詞 

中井 良一 作曲 

 

１. 静かなる森の こだま返りて 

   日々新たなる 文化競うよ 

幸多く夢ぞ 若やぐちまた 

   学の町吉田 建つは母校 

 

２. 火と燃ゆる希望 深くたたえて 

    ひたむきに求め やまぬ心よ 

如意岳比叡 遥かしのぎて 

     励み持て行くは 近衛の健児 

 

３. あふるる泉よ 満ちくる力 

     きたえし身体よ わきくる自身 

皆力合わせ 築かん校史 

   誇りあれ母校近衛中学 

   誇りあれ母校近衛中学 

 

 

 

 

 



近衛中学校ＰＴＡ規約 

 

第１条  名称・事務所 

本会は近衛中学校ＰＴＡと称し、事務所を京都市立近衛中学校(以下本校と称す)内に置く。 

第２条  目的と活動（事業） 

１．目 的 

 本会は、本校の自主自律の精神にのっとり、生徒の幸福と健全な成長を図り、生徒各人の持っている無限の

可能性を高め、保護者と教職員が協力して学校・家庭及び地域社会における教育環境の改善充実に努め、会員

相互の親睦と教養の向上を図ることを目的とする。 

２．活動（事業） 

 本会は前記目的の実現のため、次の事業に関する活動を行う。 

 イ．学校と家庭との連絡を密にし、ＰＴＡ活動を活発にする事項。 

 ロ．会員の親睦と教養を高めるための各種の会合・研修会開催等、文化活動に関する事項。 

 ハ．生徒及び会員の保健・衛生・体力向上、交通安全などに関する事項。 

 ニ．地域の環境改善充実を図るための活動に関する事項。 

 ホ．他校ＰＴＡ等と連携し、教育・文化の向上に寄与する事項。 

第３条 会 員 

１．本会の会員は本校生徒の保護者及び教職員とする。 

２．保護者にあっては次の事項は世帯を単位とする。 

イ． 会費の納入 

ロ． 総会の議決権（成立要件含む） 

ハ． 選挙権 

３．会員は所定の会費を納めなければならない。 

４．本会への入会は任意とする。 

  会員の権利は卒業時まで自動継続される。ただし、途中入会および退会を申し出ることができる。 

第４条 役員の役職 

１．本会に置く役員の役職はつぎの通りである。 

 イ．会 長 １名            ロ．副会長 ３名 

 ハ．庶 務 ５名（うち教職員1名）   ニ．会 計 ３名（うち教職員1名） 

 ホ．会計監査 ２名 

尚，若干名の人員増減を防げない。 

２．役員の役職の任務はつぎの通りである。 

 イ．会 長   本会の代表者であって会務を統括し、必要に応じて役員会・運営協議委員会・クラス委員

総会・定時及び臨時総会を召集し、議決事項を執行する。 

 ロ．副会長  会長を補佐し、会長が支障あるとき、その代行をする。 
 



ハ．庶 務   議事を記録整理し、各種の通知を発行する等の庶務を行う。 

 ニ．会 計   会計事務を行う。 

 ホ．会計監査   その年度の会計及び活動（事業）を随時監査し、総会に監査報告をする。 

３．役員の選出及び任期はつぎの通りである。 

 イ．役員の選出は選挙により行う。ただし庶務、会計のうち教職員の選出は別に定める方法による。 

ロ．役員の任期は１年とし、総会の選挙で選出される。 

 ハ．役員の再選は妨げない。但し、同一役員の同一役職の任期は２年迄とする。 

ニ．役員に欠員を生じ、運営協議委員会でその補充の必要を認めた時は、臨時に別に定める方法による補欠

選挙を行うことができる。補欠による役員の役職の任期は、前任者の残りの期間とする。 

第５条 委員会 

１． 委員会の設置 

イ．本会に１年、２年、３年の各学年、地域家庭教育、広報の５委員会を置く。 

ロ．これらの委員会を構成する委員をクラス委員と称す。 

ハ．クラス委員（保護者）は各クラスより選出する。 

ニ．各委員会の構成には、教職員間で互選された教職員１名を含む。 

ホ．本会に必要に応じ特別委員会を設置することができる。 

２．委員会の任務と任期 

 イ．１年、２年、３年の各学年委員は各学年担任団と連絡を密にし、学校学年の諸問題の解決に協力する。

３年学年委員は同時に卒業対策委員会も担当する。 

ロ．地域家庭教育委員会は学校の生活指導に協力して、生徒の校外生活の向上、環境改善充実、地域・家庭

教育の向上に努めると共に、地域における各委員間の連携と親睦を図る。 

 ハ．広報委員会は会報「このえ」の編集及び発刊をはじめとした本会の広報活動にあたる。 

 ニ．クラス委員の任期は１年とする。 

３．クラス委員総会 

イ．会長はクラス委員を招集して、年１回以上クラス委員総会を開催する。 

ロ．クラス委員総会はクラス委員の委員会への所属、委員の互選による正副委員長の決定を行う。 

第６条 企画運営委員会 

１．企画運営委員会は本会の役員、各委員会の正・副委員長、校長、教頭、教務主任によって構成する。 

２．企画運営委員会の任務 

 イ．各委員会の立案した活動（事業）の計画及び議案を審議検討する。 

 ロ．総会に提出する議案及び報告書を作成する。 

 ハ．次期総会の計画をする。 

 ニ．必要に応じて特別委員会を設ける。 

 ホ．その他総会において委任された事務を処理する。 

３．企画運営委員会はおおむね毎月１回開き、会務の報告及び事業について意見交換を行う。 
 



第７条 総 会 

１．総会は本会最高の議決機関であって、役員の選出・事業計画・予算・事業報告・決算その他、重要事項を

審議・決定する。また、事業・会務・会計監査などの報告事項を審議・承認する。 

２．総会は、年１回以上開く。 

３．総会は会員の十分の一以上の出席をもって成立する。（委任状は有効とみなされる。） 

４．総会を開くには、少なくとも３日前に議事内容を明示して、全会員に通知する。 

５．議事・議決は多数決による。可否同数の時は議長が決定する。 

６．議長は各総会において選出する。 

７．臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の十分の一以上の要求がある時に開く。但し、この場合

は３日前に議事内容を明示し、全会員に通知しなければならない。 

第８条 会 計 

１．本会の経費は会費その他による。 

１． 会費は教職員１名（年額３，０００円）保護者１世帯につき年額３，０８０円（メール代８０円含む）と

し、年度途中の入退会の場合は月割による。但し、特に必要がある場合、減額または免除することがき

る。 

３．本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第９条 規約改正 

規約の改正は総会で出席者の３分の２以上の賛成により行うことができる。 

第１０条 リコール制 

役員や委員の中に不適格者のあるときは過半数の会員の賛成により解任することができる。 

第１１条 附則 

本規約は２０２２年３月７日より実施する。 

（１９８６年 ２月 ７日改正） 

（１９８７年１２月１５日改正） 

（１９８８年１２月 ９日改正） 

（１９９５年 ３月 ４日改正） 

（１９９６年 ３月 ２日改正） 

（２００３年 ３月 ７日改正） 

（２００５年 ５月１８日改正） 

（２００８年 ３月 ７日改正） 

（２０１９年 ３月 ６日改正） 

（２０２０年 ３月 ２日改正） 

（２０２１年 ３月 ２日改正） 

（２０２２年 ３月 ７日改正） 

 
 

 

 



近衛中学校ＰＴＡ役員・委員選出規則 

 

(2020年7月改正)

規約に基づく役員の選挙ならびにその候補者とクラス委員の選出に関して必要な事項については、

以下のとおり定める。 

第1条 役員の選出 

１．役員の選出は第2条に定める候補者のなかから，規約に基づき総会において選挙により行う。 

２．投票は連記無記名秘密投票にとし、高点得点者から定数までを当選とする。 

３．補欠選挙を行う場合で、候補者が定数内の場合にかぎり、総会の場以外での会員による直接選挙に

よる信任投票とすることができる。 

第２条 候補者の種類 

１．立候補者  自ら立候補した会員で、本人が届け出る。 

２．推薦候補者 ５名以上の会員が推薦し、推薦者連署の上、本人の同意捺印を得て代表者が届け出る。

３．指名候補者 役員候補者指名委員会が指名した者で、同委員会が届け出る。 

第３条 役員選挙管理委員会（以下選挙管理委員会と称す）の設置 

１．選挙管理委員会は、役員の選挙を行うための特別委員会として運営協議委員会の承認を得て、保護

者より３名、教職員より１名を会長が委嘱する。  

２．選挙管理委員会は、役員選挙に関する事務を担当し、役員確定後は解散する。 

第４条 役員候補者指名委員会の設置 

１.会員の積極的な活動参加を促し、幅広い人材を公正に得る目的で運営協議委員会の承認を得て 

特別委員会として役員候補者指名委員会（以下指名委員会と称す）を設けることができる。 

２.役員候補者の指名方法は、指名委員会が決定する。 

３.指名委員会は、役員候補者本人の同意を得て定数内で指名する。 

４.指名委員会は、役員確定後は解散する。 

第５条 クラス委員の選出 

１．クラス委員は、年度ごとに各クラス４名を保護者より選出し、これに教職員より互選の委員会数の

委員を加える。ただし、不測の事態などによる委員の選出人数の変更等を、本部役員会にて審議し決

定する。 

２. 前項の選出にあたっては、クラスごとに話し合いによる選出を基本とする。ただし、年度当初の事

情等によりこれによりがたい場合で、会員からの立候補、本人同意にもとづく推薦がない、または立

候補者がクラスの定数に満たない場合は、クラスごとに投票し、選出する。ただし選出された者が、

より適任とみられる会員を本人の同意のもとに推薦し、その会員をクラス委員とすることができる。
 

 



 

３．前記の投票にあたっては、すでに役員・クラス委員として確定している者などは除き、生徒１人につ

き、３年間で１回を目処に重複して選出されることの無いよう、配慮する。 

４. 投票の実施にあたっては、地域(小学校区)による著しい片寄りや、名簿の搭載順等による差異を極

力回避するよう常に十分に配慮する。 

５. クラス委員の選出後や選出過程で欠員やクラス変更等を生じた場合の委員の選出方法の変更等に

ついては会長が判断し，運営協議委員会で承認を得，総会に報告しなければならない。 

第６条 役員のうち庶務、会計の教職員は学校の推薦に基づき総会で承認する。 

 

 

 

ＰＴＡ慶弔内規（２００３年４月改正） 

 

 教 職 員 保護者 生 徒 

 

弔事（香典） 

 

本人    5,000円 

配偶者   3,000円 

同居の父母 3,000円 

 

5,000円 

 

 

5,000円 

 

弔事（樒） 一対（またはこれに順ずるもの） 

慶 事 慶事その他について特別な場合はそのつど運営協議委

員会または役員会で協議する。 

連 絡 学校 → 庶務 → 役員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 2022 年 4 月現在 

PTA 本部役員会 
会長 1 名、副会長 3 名 
庶務 4 名・会計 2 名・監査 2 名  
（うち 1 人親まなび委員（※）兼任） 

校長・教頭・教務主任（副教頭） 

近衛中学校ＰＴＡ組織図 

 

企画運営委員会 

１年 

学年委員会 

 

広報委員会 
＊ 広報誌「このえ」発行（年約 1

回） 

＊ ＰＴＡﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ用写真展の作成 

学 年 委 員 
各学年の担任の先生方と協力しながら、い

ろいろな出来事に対処し、生徒達が健やか

に成長するよう、環境をととのえる。 

＊学年親睦会・クラス懇談会 

講演会等 

＊３年学年委員会は、 

同時に卒業対策委員会を兼ねる。 

地域家庭教育委員会 

 
＊ 年間約３回開催の地域家庭教育学級の企画をたて事業

を 
行なう 
≪2014 年度≫ 「からだとこころの自由時間」 
       「風呂敷教室」 
       「こけ玉つくり」 
≪2015 年度≫ 「からだとこころの自由時間」 
       「がまんしない更年期 座談会」 
       「こけ玉つくり」 
≪2016 年度≫ 「からだとこころの自由時間」 
       「こけ玉つくり」 
       「風呂敷教室」 
≪2017 年度≫ 「からだとこころの自由時間」 
       「こけ玉つくり」 
       「風呂敷教室」 
≪2018 年度≫ 「からだとこころの自由時間」 
       「こけ玉つくり」 
       「風呂敷教室」 
≪2019 年度≫ 「バスボム教室」 
       「こけ玉つくり」 
       「ハーバリウム教室」 
≪2020 年度≫ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

企画なし 
≪2021 年度≫ 「スウェーデン刺繡を楽しもう」 
 

この他、 

地生連（近衛地域生徒指導連絡協議会） 

四校連絡会（近衛中学校区四校連絡会） 

市Ｐ連（京都市ＰＴＡ連絡協議会） 

中Ｐ連（京都市中学校ＰＴＡ連絡協議会） 

左Ｐ連（左京区ＰＴＡ連絡協議会） 

主催の各種研修会など校外行事がありま

す。 

※親まなび委員会は、京都市中学校ＰＴＡ連絡協議会に設置され

た委員会です。各校 1 名の代表で委員会を構成し、保護者の学習

機会をつくることで、子育てかかわる保護者相互の悩みこたえ、親

の成長を促し、ひいては家庭教育環境を改善していくことを目標と

しています。 

３年 

学年委員会 

 

 

２年 

学年委員会 

＊5 委員会より正・副委員長 3 名ずつ＋校長・教頭・教務主任（副教頭）・

教務主任＋本部役員の計 29 名で構成、運営 
＊おおむね月１回の委員会開催。 

（ 各 正 1 名・副 2 名  ） 

 


